
各小中学校の窓清掃

①　洗剤洗い　②水洗い　③ふきとり

各学校の体育館，校長室，職員室，手の届かない高窓・天窓，等

　　　　　　　 （詳細は別添図参照）

（１）小学校　3校 （単位:㎡）

学校名 体育館 校舎(1F) 校舎(2F) 校舎(3F) 校舎(4F) 合　計

白方小学校 100.0 450.0 250.0 ― ― 800.0

石神小学校 293.5 596.3 643.1 250.7 ― 1,783.6

村松小学校 331.2 291.5 134.6 101.7 ― 859.0

（２）中学校　1校 （単位:㎡）

学校名 体育館 新館 合　計

東海中学校 328.9 87.7 888.6

契約日の翌日～令和３年３月３１日

 

5  その他　　 ・児童，生徒及び教職員等の安全には十分注意すること。

・日時については，学校と協議すること。

　（学校運営に支障の無い日程及び時間とすること。）

・作業後は，学校管理者に確認を受けること。また，業務上発生した

　廃棄物等は受託者が責任をもって処分すること。

・作業前，作業中，作業後の写真を各施設毎に作成し，業務完了後，

　学校教育課に提出すること。

・報告書作成代，写真代といった業務に係る一切の費用は契約額に含

　めること。　

・成果品に契約不適合が認められたときは，受注者に対し，１年を期

　限としてその契約不適合の修補を請求し又は修補に代え若しくは修

　補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。なお，

　検査合格後，契約不適合があることが判明した場合，発注者が，本

　件成果物の引渡しの日から起算して１年以内にその旨を通知しない

　場合はこの限りではない。

　めに安全対策に万全を期すとともに，事故発生により器物の損傷ま

　たは従事者が怪我をしたときは，自らの責任において対処するもの

472.0

校舎

　とすること。

4  履行期間　

・受注者は，労働安全衛生関係法令を順守し，業務中の事故防止のた

2　業務内容　

令和２年度　小中学校窓清掃委託仕様書

小中学校窓清掃委託1　業務委託名

3　清掃範囲・
　 面積

※但し，下表の面積は片面分であり，作業は屋内外両面分を行うものとする。






















